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（1983年）

工業統計調査にご協力を

第617号
⑤近日中に調査票の回

収にお伺いしますので

よろしくお願いします。

福
祉
の
環
境
整
備
要
綱
を
全
て
適
用

1
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1
9
日
オ
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市
民
の
皆
さ
ん
に
待
た
れ
て
い
た
総
合
福
祉
会
館
が
い
よ
い
よ
一
月
十
九
日
に
開
館
し
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ま
す
。
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か
ら
本
格
的
な
活
動
を
始
め
ま
す
。
建
物
は
三
階
建
て
で
、
一
階
は
身
体
障
害
者
、

四
月
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は
老
人
、
三
階
は
婦
人
と
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
各
福
祉
セ
ン
タ
ー
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
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ど
し
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

こ
の
ほ
ぷ
晨
し
た
総
｛
扁
祉

会
館
は
、
五
十
五
年
末
、
社
会
福

祉
協
議
心
一
な
ど
福
祉
関
係
の
十
三

団
体
か
ら
「
宇
治
市
の
福
祉
事
業

推
進
の
拠
点
」
を
と
の
要
望
が
出

さ
れ
た
の
を
、
市
が
五
土
八
年
度

の
実
施
計
画
に
盛
り
込
み
、
五
十

七
年
三
月
か
握
設
し
て
い
た
も

の
で
す
。
今
月
十
九
日
に
開
館
式

が
行
ｐ
れ
、
三
月
ま
で
は
試
行
期

間
と
し
で
諸
事
業
の
準
備
ぢ
進
め

な
が
ら
開
館
し
、
四
月
か
ら
云
格

的
な
活
動
忿
娼
め
未
了
。

階
建
て
で
、
延
床
面
積
は
、
約
二

千
三
百
五
十
平
方
μ
。
総
事
業
費

は
約
五
億
三
千
万
円
で
、
年
金
積

豆
濤
児
融
資
も
受
け
て
い
ま
す
。

一
階
は
ｆ
ｔ
体
障
害
者
、
二
階
は

参
人
、
三
階
は
婦
人
と
子
μ
も
を

建
物
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
対
象
と
し
た
各
福
祉
セ
ン
タ
ー
か

ｅ ： ． ・ － Ｊ ． Ｊ － ・ ｙ ． － ・ ． Ｍ ｊ ・ － ｇ ． ・ ． ． ・ ・ ！ 。 ｓ ｙ ｗ － － ｘ 5 こ ． Ｉ ヽ ｀ ． ・ ‥ ’ ・ ， ｀ ． ・ ミ ・ ・ ” ＝ ＾ ・ ’ － ． ． ・ － ． ・ － ． ・ ・ ・ ． ． ． ・ ・ ： － － ・ ： ― Ｉ ． － ． ・ ． ・ ・ Ｉ ● ｌ ● ． ・ ●

開 館 を ひ か え 前 庭 の 整 備 を 急 ぐ 総 合 福 祉 会 館

一
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
特
徴
は
、
昨

年
二
月
に
施
竹
さ
れ
た
「
福
祉
の

町
づ
く
り
の
た
め
の
環
境
整
備
要

綱
」
を
全
面
的
に
取
り
入
れ
て
い

る
点
で
す
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
や
ト

イ
レ
、
階
段
な
ど
に
点
字
ブ
ロ
ッ

ク
忿
双
設
し
て
い
る
の
を
は
じ
め

玄
関
と
各
階
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
前
に

に
は
モ
ニ
タ
ー
用
の
テ
レ
ピ
カ
メ

通
路
の
両
側
に
も
手
す
り
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る

ラ
奮
遜
し
、
一
階
の
事
務
室
で

事
故
が
な
い
か
見
守
る
ぶ
つ
に
な

っ
て
い
る
な
べ
ど
の
部
屋
の
設

計
や
設
備
も
障
害
者
や
お
年
寄
り

の
利
用
を
考
え
た
心
遣
い
が
感
じ

ら
れ
ま
ｙ
。
こ
の
ほ
か
、
屋
上
に

太
陽
熱
を
利
用
し
た
ソ
ー
ラ
ー
シ

ス
テ
ム
を
取
り
入
れ
、
身
障
者
と

老
人
用
の
浴
室
の
湯
を
供
給
し
て

い
ま
す
。

運
営
は
、
運
営
協
議
会
夕
厩
い

て
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
奎
ぼ
い

た
部
分
の
具
体
的
な
管
理
運
営
は
、

襲
砿
祉
協
議
会
が
担
当
し
未
了
。

社
会
福
祉
協
議
会
は
、
一
月
八

日
か
ら
、
総
合
福
祉
心
一
館
の
一
階

事
務
宰
で
業
務
を
始
め
、
分
庁
舎

で
行
っ
て
い
た
各
種
相
談
も
二
月

か
ら
同
会
館
で
受
け
付
け
ま
す
。

今
後
の
課
題
は

福
祉
の
町
づ
く
り

総
合
福
祉
会
館
は
施
設
に
入
っ

て
お
ら
れ
な
い
、
在
宅
の
老
人
や

障
害
者
の
機
能
訓
練
や

老
人
の
憩
い
の
場
に

一
階
は
、
4
体
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー
で
、
障
害
の
程
度
に
応
じ

て
歩
行
や
手
の
機
能
回
復
訓
練
に

取
り
組
む
た
め
の
日
常
牛
居
訓
練

室
や
、
陶
芸
や
織
物
な
ど
創
作
活

動
の
で
き
る
作
業
工
作
室
、
点
字

身
障
者
の
訓
練
機
器
が
入
っ
た
日
常
生
活
訓
練
室

図
書
、
テ
ー
プ
図
書
な
ど
を
備
え

た
図
書
室
な
と
が
配
置
さ
れ
て
い

ま
す
。

二
階
は
。
六
十
歳
以
上
の
お
年

寄
り
の
憩
い
と
研
修
な
ど
に
利
用

し
て
い
た
だ
け
る
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
で
す
。
機
能
の
退
化
夕
防
ぐ

た
め
の
機
能
回
復
訓
練
室
で
は
、

身
体
障
害
者
や
子
芦
も
の
た
め
の

福
祉
の
中
核
施
設
と
し
て
完
成
し

ま
し
た
．
市
で
は
、
今
後
は
こ
の

総
合
福
祉
会
館
夕
活
用
し
．
民
生

委
員
さ
ん
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆

さ
ん
に
中
心
に
な
っ
て
い
た
だ
い

て
、
地
域
の
婦
人
の
方
々
な
μ
吊

民
の
協
力
忿
凡
て
福
祉
の
町
．
つ
く

り
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

運
動
機
器
で
軽
い
運
動
が
楽
し
め

求
ｙ
。
ま
た
、
明
る
い
採
光
の
広

い
浴
室
と
、
多
目
的
に
使
用
で
き

る
四
つ
の
和
室
も
設
置
。

三
階
に
は
、
三
室
戸
福
祉
園
に

あ
っ
た
家
庭
児
童
相
談
室
（
豊
⑩

8
6
9
8
）
が
十
一
日
か
ら
入
り

乳
幼
児
の
発
達
遅
滞
な
ど
の
相
談

舎
文
け
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
料
理

講
習
公
一
や
託
児
室
な
ど
を
設
け
て

い
ま
す
。

幅
広
い
要
望
に
応
え
ら
れ
る
施

設
と
な
っ
て
お
り
、
ふ
磋
の
活
用

が
期
待
言
れ
求
丁
。

明るい採光の浴室

幼児の情緒障害などを発見するためのプレイルーム

（3階の家庭児童相談室に設置）

い
ま
す
。

ま
た
、
ポ
ラ
ン
テ
ｖ
ア
の
養
成

も
急
が
れ
未
丁
。
一
月
二
十
二
日

か
ら
三
ヵ
月
か
け
て
、
「
第
一
回

ボ
ラ
ン
テ
Ｔ
ア
養
成
講
座
Ｊ
が
総

合
福
祉
会
館
で
開
か
れ
ま
す
が
、

今
後
も
毎
年
、
社
会
福
祉
協
議
会

と
福
祉
事
務
所
が
共
催
し
養
成
講

座
を
開
い
て
い
き
柔
す
。

ポ
6
に
’
＜
ｆ
ｉ
館
の
諸
施
設
を
利

用
し
て
障
害
者
や
お
年
寄
り
の
間

で
、
サ
ー
ク
ル
活
動
が
活
発
に
行

わ
れ
る
ぶ
つ
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

障
害
者
と
老
人
に

利
用
証
を
発
行

六
十
歳
以
上
の
お
年
寄
り
と
身

体
障
害
者
の
申
請
さ
れ
た
人
に
利

用
証
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
そ
れ

舎
ふ
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
団

体
な
ど
の
使
用
に
は
、
地
区
公
民

館
と
同
様
に
、
一
週
間
前
ま
で
に

申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
い
こ
と

は
、
総
合
福
祉
心
一
館
（
ｍ
ｏ
ｃ
ｏ

0
0
）
へ
お
問
い
＜
ｌ
ｌ
Ｃ
ｉ
ｆ
＞
ぐ
だ
さ

い
。

▽
場
所
宇
治
琵
琶
四
十
五
（
宇

治
市
役
所
か
ら
隋
へ
五
百
μ
）

▽
開
館
時
間
午
前
九
時
～
午
後

五
時
。
た
だ
し
、
夜
間
も
開
館

す
る
こ
と
も
あ
り
未
7
．

▽
休
館
日
月
曜
日
と
木
曜
日
、

国
民
の
祝
日
、
年
末
年
始
（
十

二
月
二
十
七
Ｅ
上
二
十
一
日
、

一
月
一
日
～
四
日
）

141

総合福祉
会館

福祉の中核施設が完成
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飛鳥時代の建物後発見

工
人
か
役
人
の
住
居

す
ず
り
や
須
恵
器
も
出
土

市
教
育
委
員
心
一
で
は
、
去
年
十

一
月
か
ら
羽
戸
山
遺
跡
（
菟
道
）

の
発
掘
調
査
を
実
施
。
こ
の
ほ
ど
、

瓦
（
か
わ
ら
）
か
焼
い
た
工
人
や

役
人
が
居
住
し
た
建
物
跡
や
す
ず

り
な
ど
を
出
土
し
ま
し
た
。

建
物
群
な
戸
矛
見
つ
か
っ
た
の

は
、
弥
生
時
代
後
期
の
竪
穴
住
居
、

祭
祀
跡
な
と
が
確
認
鳶
ハ
、
市
内

唯
一
の
高
地
性
集
落
と
し
て
注
目

を
あ
び
た
羽
戸
山
遺
跡
の
丘
陵
西

側
端
部
で
す
。
ま
た
、
昨
年
二
月

日
本
で
最
古
の
瓦
窯
跡
（
隼
上
り

瓦
窯
）
が
見
つ
か
っ
な
江
陵
地
か

ら
南
約
百
μ
の
地
点
で
す
。

出
土
し
た
の
は
地
表
下
約
五
十

な
の
地
点
か
ら
そ
世
紀
（
飛
鳥
時

代
）
の
掘
っ
立
て
柱
式
建
物
六
棟

を
ほ
じ
め
、
同
時
代
の
須
恵
器
の

す
ず
り
（
円
面
硯
）
の
破
片
、
瓦

窯
跡
か
ら
出
土
し
た
も
の
と
同
じ

瓦
片
な
ど
。
さ
ら
に
深
い
層
か
ら

弥
生
時
代
の
矢
ジ
リ
や
古
墳
時
代

の
建
物
跡
一
基
も
出
土
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
六
棟
の
建
物
が
整

然
と
配
置
さ
れ
、
日
常
生
活
に
使

っ
た
土
器
類
が
出
て
い
る
こ
と
か

ら
、
瓦
窯
刄
働
い
て
い
た
エ
人
た

ち
が
居
住
し
て
い
た
集
落
、
ま
た

は
、
工
人
を
管
理
す
る
役
人
が
詰

め
て
い
た
役
所
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
ぃ
す
ず
り
（
円

面
硯
）
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、

こ
こ
に
文
字
を
書
け
今
人
、
ま
た

書
く
必
要
が
あ
っ
た
人
だ
Ｅ
一
ん
で

い
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。こ

の
羽
戸
山
遺
跡
は
一
昨
年
の

八
月
に
も
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、

標
高
六
十
八
μ
か
ら
七
十
二
μ
の

丘
陵
部
分
で
、
竪
穴
式
の
住
居
跡

の
土
中
か
ら
弥
生
式
土
器
の
高
杯

（
た
か
つ
き
）
の
破
片
が
出
土
、

さ
ら
に
、
南
西
斜
面
の
住
居
跡
に

は
か
ま
ど
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
中

か
ら
古
墳
時
代
後
期
と
思
わ
れ
る

土
師
器
（
は
じ
き
）
の
か
め
が
出

土
し
、
昨
年
二
月
に
発
掘
さ
れ
た

飛
鳥
時
代
の
瓦
窯
跡
と
の
関
係
が

注
目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
遺
跡
の
一
部
は
、
弥
生
時

代
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
の
、
そ
の

中
心
は
七
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に

か
け
て
の
も
の
で
あ
り
、
隼
上
り

瓦
窯
の
廃
絶
と
同
時
期
に
整
備
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
隼
上

り
瓦
窯
跡
と
羽
戸
山
遺
跡
の
地
理

的
関
係
か
ら
み
て
み
乗
合
、
両

者
に
何
ら
か
の
有
機
的
関
係
が
想

定
で
雁
季
ふ
、
遺
跡
の
一
部
は

後
世
の
削
平
に
よ
口
欠
失
し
て
お

り
、
今
後
の
調
査
・
研
究
の
中
で

さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
住
む
宇
治
は
、
古
く

か
ら
文
化
の
栄
え
た
、
歴
史
の
あ

る
ま
ち
で
す
。
埋
も
れ
た
祖
先
の

足
あ
と
か
ら
、
私
た
ち
の
郷
土
の

あ
ゆ
み
を
学
ぶ
こ
と
は
現
代
に
生

き
る
者
に
と
っ
て
大
切
で
す
。

ふ
る
さ
と
宇
治
を
後
世
に
伝
え

る
た
め
に
、
文
化
財
宝
〈
切
に
し

ま
し
ょ
う
。

消
費
者
コ
ー
ナ
ー

今
回
か
ら
消
費
生
活
モ
ニ
タ

ー
の
グ
ル
ー
プ
研
究
の
ま
と
め

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の

ク
ル
ー
’
プ
研
究
は
、
日
常
生
活

の
上
で
感
じ
た
疑
問
な
ど
を
、

一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
る

も
の
で
す
。

◇

生
活
様
式
の
多
様
化
と
繊
維

製
品
の
開
発
が
、
ド
ラ
イ
グ
リ

ー
・
‐
ニ
ン
グ
の
需
要
牽
ま
す
ま
す

高
め
て
い
未
了
。
そ
し
て
ト
ラ

ブ
ル
も
多
く
な
っ
て
お
り
、
Ａ

グ
ル
ー
プ
で
は
ク
リ
’
‐
‐
・
ニ
ン
グ

の
利
用
実
態
を
知
ひ
た
い
と
考

え
ま
し
た
。

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
事
故

約
3
0
％
が
経
験

ま
ず
。
市
内
に
住
ん
で
い
る

百
人
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実

施
。
結
果
の
中
で
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
店
へ
の
不
満
に
つ
い
て
、
ぶ

戸
と
答
え
た
人
が
三
一
％
。

。
な
ｙ
と
い
シ
人
が
六
九
％

で
あ
り
、
不
満
の
内
容
は
「
汚

れ
の
落
ち
が
不
十
忿
「
ち
ぢ

み
や
色
あ
せ
」
「
仕
上
げ
の
悪

さ
」
「
料
金
表
示
が
な
い
」
な

ど
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
同

じ
く
三
一
％
の
人
が
、
グ
リ
ー

ニ
ン
グ
事
故
の
経
験
が
あ
る
と

答
え
て
い
毒
了
。

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
工
程

を
見
学

取
次
店
方
式
の
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
工
場
と
個
人
経
営
の
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
店
を
見
学
し
、
こ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
に
築
つ
い
て
掻
寧
聞

孝
≪
＜
し
た
。
取
次
店
方
式
の
工

場
は
す
べ
て
機
械
化
さ
れ
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
御
で
洗
っ
て

い
ま
し
た
。
ワ
イ
シ
ャ
ツ
は
百

枚
を
一
度
に
洗
い
、
の
り
づ
け

を
し
て
機
械
か
ら
出
て
ぐ
る
の

で
す
。

ボ
タ
ン
が
溶
け
る
事
故
に
つ

い
て
聞
い
て
み
る
と
、
ど
ち
ら

トラブルなくす点検を

の
店
も
「
ボ
タ
ン
の
材
質
が
複

雑
な
の
で
、
溶
け
そ
う
な
も
の

に
は
ア
ル
ミ
ホ
イ
ル
で
包
装

し
て
渉
っ
ご
と
の
こ
と
で
、
か

な
息
寥
舟
け
て
い
る
ぶ
っ
で

し
た
。

し
み
落
ち
の
不
十
分
な
点
に

つ
い
て
、
取
次
店
の
工
場
で
は

「
水
洗
い
で
落
ち
る
も
の
が
あ

る
が
、
繊
維
の
種
別
を
基
準
に

し
て
洗
っ
て
い
る
た
め
で
す
」

と
、
必
揃
人
経
営
の
店
で
は

「
表
示
ラ
ベ
ル
は
目
安
で
、
ド

ラ
イ
か
水
洗
い
か
は
自
分
で
決

め
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
京
都
府
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
事
故
賠
償
審
査
委
員
会
の

記
念
行
事
に
参
加
さ
せ
て
も
ら

い
、
ト
ラ
ブ
ル
の
あ
っ
た
洗
濯

物
の
展
示
も
見
ま
し
た
。

汚
れ
た
ら

早
め
に
出
そ
う

消
費
者
と
し
て
注
意
す
る

点
は
、
ク
リ
’
・
‐
ニ
ン
グ
に
出
す

段
階
で
、
①
汚
れ
た
ら
阜
く
出

す
、
②
大
切
な
ボ
タ
ン
は
必
ず

取
る
、
③
し
み
の
種
類
と
場
所

を
告
げ
る
、
④
繊
維
の
種
類
や

洗
い
方
な
ど
、
表
示
の
な
い
衣

類
は
そ
の
場
で
相
談
、
⑤
破
れ
、

ほ
こ
ろ
び
は
直
し
て
か
ら
、
⑧

カ
ー
テ
ン
や
カ
ー
ペ
ッ
ト
な
ど

は
特
に
注
意
し
て
、
⑦
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
店
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
・

シ
ョ
ン
を
は
か
る
な
ど
で
す
。

保
存
上
の
注
意
は
、
①
必
ず

ビ
ニ
ー
ル
袋
か
ら
出
し
て
乾
燥

さ
せ
る
、
②
汚
れ
が
落
ち
て
い

る
か
確
か
め
る
な
ど
が
大
切
な

こ
と
で
す
。

（
商
工
観
光
課
）アクリルセーターの縮み（高熱を

かけたため）
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威
勢
よ
く
茶
の
初
荷

正
月
の
四
日
、
の
ぽ
り
や
旗
を

な
び
か
せ
て
、
特
産
宇
治
茶
が
初

荷
－
。

号
っ
い
の
ハ
″
ピ
姿
の
店
員
の

み
な
さ
ん
が
、
三
台
の
ト
ラ
″
ク

に
玉
露
、
せ
ん
茶
な
芦
茄
一
七
丿
を

次
々
に
積
み
込
み
、
「
初
荷
」
「
宇

治
茶
」
の
ノ
ボ
リ
を
立
て
て
。
京

阪
神
、
垂
尽
北
九
州
に
向
か
い

ま
し
た
。

カメラルポ

▲不景気を吹つ飛ばせ……宇治茶の初荷

可
元
気
に
町
を
練
る
お
み
こ
し

お
み
こ
し
正
月
に
走
る

初
あ
が
た
に
ぎ
わ
う

お
正
月
に
み
こ
し
が
く
り
出
す

と
い
う
、
全
国
で
も
の
ず
ら
し
い

県
神
社
の
お
祭
り
。
正
月
五
日
、

ハ
″
ピ
姿
の
子
ど
も
た
ち
約
百

人
に
か
つ
が
れ
た
お
み
こ
し
は
、

威
勢
よ
く
打
ち
鳴
ら
す
太
鼓
を
先

頭
に
「
ワ
″
シ
ョ
イ
、
ワ
″
シ
ョ

イ
」
の
か
け
声
も
勇
ま
し
ぐ
町
内

ｍ
り
歩
き
、
初
あ
が
た
ム
ー
ド

念
劈
上
げ
ま
し
た
。

市民の手でストップ

近
年
、
通
勤
や
買
物
に
モ
ー
タ

ー
バ
イ
ク
か
莉
用
さ
れ
る
市
民
が

増
え
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
主
婦

の
間
で
は
手
軽
さ
か
ら
高
い
人
気

を
集
め
て
い
ま
す
。

Ｌ
が
し
、
モ
ー
タ
ー
・
バ
イ
ク
の

増
加
と
と
も
に
事
故
も
増
え
て
い

ま
す
。
昨
年
十
月
末
ま
で
の
バ
イ

ク
が
関
係
し
た
事
故
は
四
千
百
八

土
ハ
件
（
京
都
府
警
調
べ
）
で
、

全
体
の
三
〇
％
を
占
め
、
死
者
は

す
で
に
三
十
一
人
と
な
っ
て
い
ま

す
。事

故
は
大
き
な
交
差
点
で
直
進

の
バ
イ
ク
と
、
対
向
か
ら
右
折
す

る
乗
用
車
と
の
衝
突
や
道
路
を
横

切
ろ
フ
と
す
る
歩
行
者
に
バ
イ
ク

が
ぶ
つ
か
る
ケ
ー
ス
な
と
が
目
立

っ
て
い
ま
す
。

市
内
で
も
、
道
路
の
右
側
や
歩

道
を
走
っ
た
り
、
方
向
指
示
器
を

ゆ
早
に
曲
が
っ
た
り
す
る
人
が

あ
り
ま
す
。
自
分
自
身
か
交
通
事

故
か
ら
守
る
た
め
に
も
、
正
し
い

運
転
を
し
て
楽
し
い
ド
ラ
イ
ブ
を

続
け
て
く
だ
さ
い
。◇

▽
交
通
信
号
を
必
ず
守
り
ま
し
よ

▽
必
ず
ヘ
ル
メ
″
卜
か
普
用
し
ま

▽
四
つ
角
で
は
、
一
旦
と
ま
っ
て

左
右
の
安
全
を
確
か
め
ま
し
ょ

う
。
（
交
通
労
政
課
）

遺跡略図

隼上り遺跡

Ｎ
Ｉ
Ｌ

隼上り瓦寞≫

［＄．1

増える二輪車事故

菟道羽戸山遺跡

クリーニング

消費生活モニターＡグループ
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入
級
申
請
の
受
付

市
教
育
委
員
会
で
は
、
市
内
の

小
学
校
に
在
学
す
る
児
童
の
う
ち
、

保
護
者
が
共
働
き
な
ど
の
理
由
に

よ
ぴ
保
護
に
欠
け
る
児
童
を
対
象

に
小
学
校
ご
と
に
育
成
学
級
を
開

設
し
て
い
ホ
チ
。

こ
の
育
成
学
級
の
五
十
八
年
度

の
入
級
申
請
夕
受
け
付
け
ま
す
の

で
、
入
級
希
望
の
保
護
者
は
両
親

の
勤
務
証
明
書
な
ど
手
続
き
に
必

夏休みの給食の時間（棋鳥小の育成学級）

要
な
書
類
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

申
請
用
紙
は
各
学
級
と
社
会
教
育

課
に
あ
り
ホ
ヂ
。
く
わ
し
く
は
、

　
「
入
級
の
し
お
り
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
　
《
受
付
日
程
〉

◆
2
月
4
日
出
・
・
・
各
小
学
校
内
の

育
戌
学
級
で
午
前
9
時
か
ら
正
午

ま
で
。

◆
2
月
1
4
日
5
－
2
6
日
出
…
市
教

育
委
員
会
社
会
教
育
課
で
、
午
前

9
時
半
か
ら
午
後
4
時
半
ま
で
、

た
だ
し
、
土
曜
日
は
午
前
‥
‥
‥
一
時
半

ま
で
で
す
。

　
な
お
、
現
在
入
級
し
で
い
る
児

童
で
引
き
続
き
入
級
を
希
望
さ
れ

る
人
も
申
請
が
必
要
で
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
育
成
指
導
室

　
（
⑩
3
1
4
1
内
線
4
7
6
、
4
8
4
）
ま

で
。
（
社
会
教
育
課
）

宇
治
市
の
成
人
式
の
催
し
が
、
新
た

に
成
人
と
な
る
人
た
ち
で
構
成
す
る
実

行
委
員
会
形
式
と
し
て
、
企
図
・
運
営

す
る
ぷ
フ
に
な
っ
て
八
年
目
。
今
年
も

新
成
人
二
千
二
百
六
十
一
人
の
中
か
ら

十
八
人
の
実
行
委
員
が
無
作
為
で
逗
ば

れ
た
。
そ
し
て
委
員
長
は
橋
本
博
文
君

公民館のお知らせ
Ｒ宇治市公民館…宇治里尻71の9

（ａＲ）2804）

○宇治市木幡公民館…木幡内畑34

の7（ａＲ8290）

○宇治市小倉公民館…小倉町寺内

91（さ⑩4687）

宇
宙
教
室

冬
の
澄
み
き
っ
た
夜
空
に
見
え

る
星
や
、
神
秘
的
な
宇
宙
の
世
Ｗ
一

を
江
上
式
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
で
学

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
天
気
が
よ
け

家
庭
料
理
教
室

▼
と
き
…
1
月
2
6
日
困
、
午
後

1
時
か
ら
▼
と
こ
ろ
…
宇
治
労
働

セ
ツ
ル
メ
ン
ト
▼
内
容
と
講
師
・
・
・

①
「
大
根
と
健
康
に
つ
い
て
」
の

話
＝
京
都
青
果
合
同
株
式
会
社
近

郷
旦
采
部
長
・
蔦
川
竺
郎
さ
ん

②
「
淀
大
根
」
を
使
っ
た
家
庭
料

理
―
料
理
研
究
家
・
星
野
美
智
子

゛20歳″その出発点に

れ
ば
、
天
体
望
遠
鏡
で
月
や
星
を

観
望
し
ま
す
。

▼
日
程
と
対
象
…
左
表
▼
時
間

・
・
・
い
ず
れ
の
館
も
午
後
7
時
～
9

時
▼
テ
ー
了
・
「
冬
の
星
空
と
宇

宇宙教室日程表

公尺館名実箆日 事業の名称 灯匁 定員

宇ｉＳｉ6

公尺鮪
1／2応

第ｔ回

宇宙1狸義室

市内丘住の輯ｉ

（’）ヽ学杖4年±－中孚

生・親子同伴）
ｍ名

キ祐市

木糟公尺館
1／25Ｗ

第2回

親子天文歓室
同上 508

宇治市

小ｔ公民箆
ｌ／2咽

第20回

ジュニア教室

小学校ｔ年ｉ以上の覧Ｉ

Ｓｌ／中学ｔ（保ｉｌｔが同

伴されても紅遠で測
－

さ
ん
▼
受
講
料
・
・
・
無
料
。
た
だ
し
、

材
料
費
千
円
が
必
要
ｙ
定
貝
・
：
4
0

人
（
先
着
順
）
▼
申
し
込
み
・
：
材

料
費
か
添
え
て
申
し
込
み
罵

（
宇
治
労
働
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
）

市
民
歩
こ
う
会

▼
と
き
・
：
1
月
1
5
日
匍
、
午
前

9
時
出
発
▼
集
合
・
：
午
前
8
時
半

宇
治
市
公
民
館
前
▼
行
程
・
・
・
宇
治

に
決
ま
っ
た
。

「
最
初
は
い
や
だ
と
い
っ
た
ん
で
す

が
、
だ
れ
か
が
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し

な
ん
と
か
な
る
だ
う
っ
」
と
委
員
長
役

夕
引
き
受
け
た
と
言
う
橋
本
君
。

成
人
の
日
の
つ
ど
い
の
企
画
を
立
て
、

委
員
全
貝
が
役
割
分
担
し
、
一
つ
の
目

標
へ
進
む
途
中
に
は
、
当
然
意
見
の
対

立
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
橋
本
君
は
「
だ

れ
か
と
対
立
関
係
に
な
っ
て
し
ま
え
ば

話
は
進
ま
な
い
。
相
手
の
立
場
に
な
り
、

全
体
を
み
て
毒
と
め
る
」
と
。
「
橋
本

君
は
自
分
の
意
見
を
押
し
付
け
な
い
、

納
得
す
る
ま
で
話
す
」
と
他
の
委
員
。

そ
こ
に
は
、
高
校
時
代
の
野
球
部
キ
″

プ
テ
ン
と
し
て
部
か
ま
と
め
た
経
験
が

姿
そ
い
る
。

こ
の
実
行
委
員
会
が
始
ま
っ
た
頃
は

な
か
な
か
話
も
進
ま
な
か
っ
た
が
、
今

で
は
冗
談
を
い
い
な
が
ら
も
決
め
る
こ

と
は
決
め
る
ま
で
に
打
ち
と
け
た
。

「
会
議
の
あ
る
日
が
待
ち
ど
お
し
い
、

ｍ
の
あ
と
も
話
が
っ
参
な
い
。
役
割

宙
の
生
命
」
▼
講
師
・
・
・
京
都
市
立

青
少
年
科
学
セ
ン
タ
ー
学
芸
員
・

江
上
賢
三
さ
ん
▼
申
し
込
み
…
希

望
さ
れ
る
館
へ
、
電
話
か
直
接
来

館
し
申
し
込
ん
で
ぐ
だ
さ
い
。

ふ
る
さ
と
の

民
話
講
座

～
郷
土
の
民
話
の

採
集
と
再
話
～

民
話
は
、
ふ
る
さ
と
の
歴
史
や

昔
の
人
の
暮
β
し
を
知
る
大
き
な

手
が
か
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
子

ど
も
に
と
っ
て
楽
し
い
夢
の
あ
る

お
話
で
す
。

あ
な
た
の
キ
で
、
こ
の
宇
治
や

山
城
に
伝
わ
る
民
話
か
採
集
し
、

市
公
民
館
↓
東
海
自
然
歩
道
（
志

津
川
）
↓
喜
撰
山
ダ
ム
↓
外
畑

↓
立
木
観
音
（
解
散
）
、
約
1
7
‘
Ｅ
▼

注
意
・
：
雨
天
の
場
合
は
1
月
2
3
日

冊
に
順
延
、
雨
具
、
弁
当
か
痔
参

の
こ
と
。
吊
民
体
育
課
）

新
春
手
づ
く
り

た
こ
あ
げ
大
会

▼
と
き
・
：
1
月
1
6
日
㈲
、
雨
天

冗
談
を
い
い
な
が
ら
会
議
は
進
む

が
終
わ
っ
て
も
み
ん
な
と
の
付
見
回

は
続
け
た
い
」
と
橋
本
君
は
言
う
。

。
二
十
歳
″
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

橋
本
君
は
「
自
分
の
誕
生
日
よ
り
■
Ｍ

人
の
日
の
ほ
ラ
が
二
十
歳
に
な
る
イ
メ

ー
ジ
が
強
い
、
人
生
の
区
切
り
で
あ
り
、

出
発
点
に
し
た
い
」
と
語
る
。

こ
の
成
人
の
日
の
つ
ど
い
に
参
加
し

た
人
た
ち
が
、
自
分
自
身
に
と
っ
て
の

。
二
十
歳
‘
を
考
え
て
ぐ
れ
る
こ
と
こ

そ
、
橋
本
君
た
ち
委
員
み
ん
な
の
願
い

で
は
な
い
な
公
系
。
（
は
し
も
と
ひ

ろ
ぶ
み
ぐ
ん
、
木
幡
御
蔵
山
在
住
）

ふるさと民話講座日程表

月日 テーマ 講師

1 1／25Ｗ
開講式オリェンテーｙ3ン

「尺話とは」

小會公Ｋ仮大内覆ｌ≫ｌ蚕

’Ｕ．Ｘ？研Ｉｔｓ晋卜砲賛さえ

2 2／罰
民話の採集から再話ま

で

’Ｈｔ文乍作家

名噫冶夫さん

3 2／闘
尺話の採集について

（実ｆ！）

4 2，1ｘ13
採集後のり

理の仕方

5 2．’22≪
再話の仕方について

（実ｆ！）

6 3／ＩｉＭ
再創造と創作について

（実習）

7 3／Ｓ幻学Ｓのまとめ公尺館職ｕ

－・1

再
話
、
再
創
造
を
し
て
み
ま
せ
ん

か
。▼

日
程
・
：
右
表
▼
時
間
・
：
午
前

1
0
時
～
正
午
▼
会
場
・
・
・
宇
治
市
小

倉
公
民
館
ｙ
定
員
…
3
0
人
▼
申
し

込
み
・
：
往
復
は
が
き
に
「
ふ
る
さ

と
の
民
話
講
座
」
受
講
希
望
と
明

記
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話

番
号
を
書
い
て
、
1
月
2
0
日
ま
で

の
場
合
は
2
3
日
旧
に
順
延
▼
受
け

付
け
…
午
前
Ｈ
時
～
正
午
（
必
ず

た
こ
を
持
参
の
こ
と
）
▼
と
こ
ろ

…
太
陽
が
丘
陸
上
競
技
場
▼
参
加

規
定
…
①
手
づ
く
り
の
和
だ
こ
で

あ
る
こ
と
②
小
だ
こ
の
部
上
辺

6
0
ｒ
以
内
、
大
だ
こ
＝
一
辺
6
0
～

1
5
0
ｒ
以
内
③
た
こ
足
、
た
こ
糸
は

自
由
▼
参
加
料
・
：
無
料
▼
問
い
合

わ
尊
・
・
府
立
山
城
総
合
運
動
公
園

（
容
⑩
1
3
1
3
）
へ
。

受
け
付
け
後
、
図
柄
審
査
と
た

こ
あ
げ
競
技
か
符
い
ま
す
。

（
市
民
体
育
課
）

市
民
ス
キ
ー
教
室

▼
と
き
・
：
1
月
3
0
日
間
▼
行
き

先
…
滋
賀
県
マ
キ
ノ
ス
キ
ー
場
▼

参
加
資
格
…
市
民
、
市
内
通
勤

者
▼
参
加
料
…
大
人
二
千
三
百

円
、
尖
（
小
学
生
以
下
）
千
九

百
円
▼
定
員
・
・
・
2
5
0
人
（
先
着
順
）

▼
申
し
込
み
・
：
1
月
1
1
一
日
か
ら
受

け
付
け
、
参
加
料
か
添
え
て
市
民

体
育
課
へ
▼
注
意
・
：
今
年
度
の
市

民
ス
キ
ー
教
室
は
今
回
限
り
、
貸

ス
キ
ー
の
受
け
付
け
も
同
時
に
行

い
未
了
。
（
市
民
体
育
課
）

教
育
長
杯争

奪
弓
道
大
会

▼
と
き
…
2
月
2
7
日
㈲
、
午
前

9
時
～
正
午
▼
と
こ
ろ
・
・
・
陸
上
自

衛
隊
関
西
地
区
補
給
処
弓
道
場
▼

競
技
内
容
・
・
・
近
的
競
射
、
個
人
戦

雲
孕
の
部
、
男
子
初
級
の
部
（
2

に
小
倉
公
民
館
へ
。
応
募
多
数
の

場
合
は
抽
せ
ん
で
決
定
し
康
7
．

▼
保
育
・
：
二
歳
以
上
の
子
芦
も
で

保
育
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
子
と

も
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
を

受
講
申
し
込
み
の
時
に
記
入
く
だ

さ
い
。
定
員
は
1
5
人
。
お
や
つ
代

と
し
て
三
百
五
十
円
か
必
要
。

（
小
倉
公
民
館
）

段
以
下
）
、
男
子
上
級
の
部
（
3
段

以
上
）
と
も
8
射
（
4
矢
2
立
）

立
射
、
団
体
戦
―
個
人
戦
と
併
用

叉
―
組
▼
参
加
資
格
・
：
市
民
、

市
内
通
勤
通
学
者
、
協
会
会
員
▼

参
加
料
・
：
社
会
人
四
百
円
、
学
生

・
生
徒
二
百
円
▼
申
し
込
み
・
問

い
合
わ
せ
：
向
野
弥
一
さ
ん
（
き

⑩
3
0
2
7
）
か
体
育
啜
軍
務

局
（
Ｓ
⑩
1
9
0
5
）
へ
、
1
月

2
4
日
側
必
着
の
こ
と
。吊

民
体
育
課
）

犬
・
猫
の
引
き
取
り

ｙ
と
き
・
：
1
月
1
1
日
脚
▼
と
こ

ろ
・
：
木
幡
公
民
分
館
―
午
前
1
0
時

4
0
分
、
小
倉
公
民
館
＝
午
前
1
0
時

5
0
分
、
旦
椋
公
必
一
堂
―
午
前
1
1
時

1
0
分
、
宇
治
保
健
所
＝
午
前
Ｈ
時

即
対
（
宇
治
保
健
所
）

訂
正

▼
市
政
だ
よ
ひ
十
二
月
二
十
一
日
号
の
四
面
、
ｄ
業
委
僣
挺
孚
〈
名
簿
を
調
整
″
と
い
ラ
お
知
ら
せ
の
な
か
で
、
申
請
用
紙
は
、
二
月
十
日
ま
で
に
農
業
委
員
会
事
務
局
が
最
寄
り
の
農
協
各
支
店
へ
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
一
月
十
日
の
誤
り
で
し
た
。
訂
正
し
お
わ
び
し
と
チ
。
な
お
、
申
請
書
牽
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
至
急
提
出
し
て
ぐ
だ
さ
い
。

お願い

毎
月
、
お
子
さ
ん
の
写
真
を
掲
載
し
て
い
ま
す
が
、

先
月
は
応
募
者
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

五
十
七
年
一
月
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん
忿
雰
集
し
て

い
ま
す
。
文
書
広
報
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

①

私
た
ち
が
住
む
宇
治
に
は
数

多
く
の
特
産
物
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
特
産
物
の
な
か
か
ら
、
季

節
お
り
お
り
の
野
菜
な
ど
を
取

り
あ
げ
、
そ
の
簡
単
な
説
明
や

料
理
方
法
な
ど
を
紹
介
す
る
シ

リ
ー
ズ
を
企
画
に
蚤
し
た
。

第
一
回
目
は
、
フ
キ
で
す
。

◇

「
氷
雪
の
中
に
あ

り
と
雖
（
い
え
ど
）

も
時
至
ら
ば
芽
を
生
キ

ず
。
香
味
極
め
て
ロ

に
す
べ
し
」
と
は
、
フ

フ
キ
を
た
た
え
る
貝

原
益
軒
の
言
。
一
方
、

中
国
で
も
款
冬
（
冬
を
喜
ぶ
）

と
書
く
ぐ
ら
い
、
精
が
強
い
。

フ
キ
は
、
キ
ク
科
多
年
性
で
、

日
本
原
生
の
植
物
。
九
州
か
ら

北
海
道
ま
で
広
く
自
生
し
、
・
古

来
よ
り
、
端
境
期
の
野
菜
と
し

て
重
宝
さ
れ
た
。
豊
か
な
き
り

と
独
特
の
歯
亘
Ｗ
か
、
炊
き

｛
Ｂ
せ
な
ど
の
日
本
料
理
に
ぴ

っ
た
り
だ
。

宇
治
で
の
栽
培
は
新
し
ぐ
、

減
反
政
策
に
合
わ
せ
て
、
米
に

か
わ
る
作
物
と
し
て
導
入
さ
れ

た
。
品
種
は
愛
知
早
生
で
、
現

在
十
三
戸
が
栽
培
。
耕
作
面
積

は
一
管
な
が
ら
、
京
阪
奈
の
市

場
へ
二
百
ト
ン
を
出
荷
。
「
宇

治
フ
キ
」
と
し
て
評
価
は
高
く
、

家
庭
に
届
く
時
に
は
一
東
百
五

十
円
ぐ
ら
い
に
。

収
穫
は
年
二
回
。
宿
根
性
だ

が
六
月
に
種
根
を
掘
ひ
起
し
冷

蔵
す
る
の
が
み
そ
。
こ
れ
は
低

温
状
態
で
フ
キ
の
休
眠
を
破
り
、

秋
に
芽
ぷ
く
ぷ
つ
に
さ
せ
る
人

間
の
知
恵
。
冬
が
過
ぎ
た
と
だ

ま
さ
れ
た
フ
キ
は
、
ハ
ウ
ス
で

ぬ
く
ぬ
く
育
ち
、
需
要
の
集
中

す
る
正
月
前
に
出
荷
さ
れ
る
。

こ
れ
で
は
季
節
感
も
な
く
な
り
、

「
五
月
フ
キ
に
六
月
タ
ケ
ノ
コ
」

な
ど
の
警
句
は
今
や
死
語
同
然

に
な
っ
た
。

九
五
％
ま
で
水
分
、
精
油
と

苦
み
質
の
作
用
に
よ
り
、
消
化
、

食
欲
増
進
、
去
痰
（
た
ん
）
剤

と
し
て
の
効
果
大
。
反
面
、
ア

ク
も
強
く
、
生
の
皮
を
む
ぐ
と

手
が
真
黒
に
な
る
。
適
当
に
切

り
そ
ろ
え
て
、
一
旦
ゆ
で
れ
ば

解
消
す
る
が
、
む
ぐ
手
間
が
大

変
。
し
か
し
、
最
近
の
も
の
は
、

ハ
ウ
ス
で
軟
白
さ
れ
て
い
る
の

か
、
ア
ク
も
壁
劈
占
る
。

料
理
法
は
従
来
の
煮
物
に
加

え
、
洋
風
の
キ
肉
求
き
、
油
い

た
め
な
ど
が
工
夫
さ
れ
、
ア
ル

ミ
ホ
イ
ル
で
包
み
蒸
し
焼
き
に

す
る
と
お
つ
な
酒
の
さ
か
な
に

な
る
と
か
。
砂
楕
つ
け
に
し
て

も
、
ほ
の
か
な
香
ｓ
＼
が
あ
り
、

お
茶
う
け
に
最
適
。

フキを料理する（小倉公民館で）

143

宇
治
に
生
き
る

橋本博文君（20）

育成
学級

2
月
4
日
か
ら

私
の
台
所

宇
治
の
特

産

フキ

成人の日のつどい

実行委員会委員長
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2月1日から老人保健法が施行

医
療
費
の
一
部
が
自
己
負
担
に

4
0
歳
以
上
に
保
健
サ
ー
ビ
ス

老
人
保
健
法
が
昨
年
八
月
に
成
立
し
、
二
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

老
人
保
健
で
は
、
お
年
寄
り
の
「
医
療
」
と
壮
年
か
ら
の
一
貫
し
た
「
保

健
事
業
」
を
行
い
、
老
後
の
健
康
の
保
持
と
適
切
な
医
療
の
確
保
を
め
ざ

し
ま
す
。
ま
た
、
老
人
保
健
の
実
施
は
す
べ
て
市
が
主
体
と
な
っ
て
運
営

さ
れ
ま
す
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

お
年
寄
り
の
医
療
は

す
べ
て
老
人
保
健
で

二
月
一
日
か
ら
、
七
十
歳
以
上

の
人
（
ね
た
き
り
状
態
の
人
は
六

十
五
歳
以
上
）
は
す
べ
て
老
人
保

健
で
医
療
機
関
に
か
か
る
こ
と
に

な
り
ま
ず
。

現
在
ど
の
よ
シ
な
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
て
も
、
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
は
み
ん
な
七
干

歳
（
ね
た
き
り
の
人
は
六
十
五
歳
）

を
過
ぎ
れ
ば
、
医
療
に
つ
い
て
は

健
康
保
険
か
ら
切
ひ
離
さ
れ
、
老

人
保
健
で
医
療
機
関
に
か
か
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
今
ま
で
加
入
し
て
い

た
健
康
保
険
の
被
保
険
者
あ
る
い

は
被
扶
養
者
と
し
て
の
資
格
は
そ

の
ま
ま
残
さ
れ
、
医
療
以
外
の
給

付
（
た
と
え
ば
傷
病
手
当
な
ど
）

は
、
い
ま
加
入
し
て
い
る
保
険
か

ら
支
払
幻
れ
ま
す
。

受
診
手
続
き
の

あ
ら
ま
し

一
、
七
十
歳
と
は

老
人
保
健
に
よ
る
医
療
は
七
十

歳
の
誕
生
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

誕
生
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き

は
そ
の
月
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
た
と
え
ば
誕
生
日
が

二
月
十
日
で
あ
れ
ば
三
月
か
ら
開

始
さ
れ
、
二
月
一
日
で
あ
れ
ば
二

月
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。

ニ
、
ね
た
き
り
状
態
と
は

ね
た
き
り
状
態
と
は
、
文
字
通

り
「
ね
た
き
り
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
か
ら
だ
に
障
害
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
障
害
の
程

度
に
つ
い
て
は
政
令
で
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

六
十
五
歳
以
前
か
ら
ね
た
き
り

の
人
は
六
十
五
歳
に
な
っ
て
認
定

夕
受
け
た
翌
月
、
ま
た
六
十
五
歳

以
上
で
ね
た
き
り
に
な
っ
た
人
は

認
定
夕
受
け
た
日
の
翌
月
か
ら
医

療
が
開
始
さ
れ
ホ
チ
。

Ｅ
、
健
康
手
帳

医
療
の
対
象
者
（
七
十
歳
以
上

及
び
ね
た
き
り
の
人
）
と
四
十
歳

以
上
で
健
康
管
理
上
必
要
な
人
な

ど
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

医
療
の
対
象
者
が
医
療
機
関
に

か
か
る
場
合
は
必
ず
「
健
康
恚
唄
」

と
「
保
険
証
」
を
医
療
機
関
の
窓

口
に
提
示
し
て
診
療
か
受
け
る
こ

と
に
な
り
未
丁
。
こ
れ
は
、
「
健
康

手
帳
」
に
よ
っ
て
受
診
資
格
を
、

「
保
険
証
」
に
よ
っ
て
健
康
保
険
資

格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
す
。

四
、
一
部
負
担
金

い
ま
ま
で
の
老
人
医
療
費
支
給

制
度
で
は
、
老
人
の
医
療
費
は
無

料
で
し
た
が
。
こ
れ
か
ら
は
医
療

費
の
一
部
を
自
己
負
担
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

〈
外
来
受
診
の
場
合
〉
一
つ
の
医

療
機
関
に
1
ヵ
月
四
百
円
を
毎

月
最
初
の
診
療
の
日
に
支
払
い

ま
す
。

※
一
つ
の
医
療
機
関
と
は
、
例

え
ば
1
ヵ
月
の
間
に
内
科
・
眼

科
な
ど
の
医
療
機
関
に
か
か

っ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ

の
医
療
機
関
と
な
り
、
四
百
円

保
健
事
業

老
人
の
病
気
は
慢
性
的
な
も
の
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
自
ら
の

が
多
く
、
い
つ
ま
で
も
健
康
を
保
健
康
管
理
と
適
切
な
医
療
か
確
保

つ
た
め
に
は
壮
年
時
代
か
ら
の
健
す
る
た
め
の
健
康
診
査
記
録
な
ど
、

康
管
理
が
大
切
で
す
。
老
後
に
お
け
る
健
康
保
持
増
進
の

こ
の
た
め
四
十
歳
以
上
の
人
を
・
た
め
の
必
要
な
事
項
を
記
載
し
て

対
象
に
予
防
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
あ
り
享
子
。

シ
ョ
ン
ま
で
の
健
康
管
理
か
好
い

毒
丁
。
た
だ
し
、
保
健
事
業
は
今

後
五
ヵ
年
計
画
で
軌
道
に
の
せ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
準
備
の

整
っ
た
も
の
か
ら
順
次
実
施
し
て

い
き
毒
了
。
保
健
事
業
は
、
次
の

六
項
目
で
す
。

一
、
健
康
手
帳
の
交
付

健
康
手
帳
に
つ
い
て
は
、
「
医

療
」
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
七
十

歳
以
上
の
人
（
ね
た
き
り
の
人
は

六
十
五
蒋
宝
）
に
と
っ
て
は
、

医
療
夕
受
け
る
た
め
の
資
格
証
明

書
と
し
て
の
性
格
か
石
っ
て
い
ま

ず
つ
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
総
合
病
院
（
五
つ
以
上
の
科

目
が
あ
り
、
百
床
以
上
の
べ
″

ド
か
痔
つ
病
院
）
は
、
各
診
療

科
を
一
つ
の
医
療
機
関
と
し
て

扱
い
各
科
ご
と
四
百
円
必
要
で

す
が
、
医
師
の
指
示
で
複
数
の

診
療
科
で
受
診
し
た
場
合
は
四

百
円
で
す
み
ま
す
。

〈
入
院
の
場
合
〉
一
日
三
百
円
の

一
部
負
男
老
二
ヵ
月
間
支
払

い
未
丁
。
た
だ
し
、
健
康
保
険

の
被
保
険
者
本
人
が
入
院
し
た

場
合
は
五
十
日
間
。

※
一
部
負
渠
孝
支
払
う
二
ヵ

月
間
と
は
、
入
院
し
た
日
か
ら

計
算
し
て
翌
々
月
の
入
院
し
た

日
の
前
日
ま
で
で
す
。
そ
の
間

は
一
日
三
百
円
の
一
部
負
担
金

を
支
払
い
ま
す
か
、
そ
の
後
は

何
日
入
院
し
て
も
支
払
ラ
必
要

『
は
あ
り
ま
せ
ん
。

五
、
医
療
費
の
支
給

老
人
保
健
で
医
療
か
受
け
る
場

合
、
健
康
壬
眼
と
保
険
証
を
医
療

機
関
に
提
示
し
、
一
部
負
担
金
を

支
払
え
ば
、
い
つ
で
も
診
療
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
よ
シ
な
場
合
は

ま
た
、
四
十
歳
以
上
の
人
で
、
健

康
管
理
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
人
、

そ
の
他
希
望
さ
れ
る
人
に
交
付
さ

れ
ま
す
。

ニ
、
健
康
教
育

四
十
歳
以
上
の
人
と
そ
の
家
族

を
対
象
に
、
医
師
、
保
健
婦
、
梨

養
士
な
ど
を
講
師
と
し
て
保
健
学

級
を
開
き
ま
す
。

一
二
、
健
康
相
談

老人保健―資格の取得と手続き

こんなとき 手鏑き いつまで

70歳になった

とき

保険証を添えて届

け出る

7ｏ歳の艇

生日まで

転入してきた

とき

保険証を添えて届

け出る
14日以内

に

転出するとき
健康手帳を添えて

届け出る
転出する
Ｓｕｅ

死亡のとき

死亡の届出義務者
が死亡した者の健
康手帳を添えて届

け出る

14日以内

に

転居のとき
健康手帳を添えて
届け出る

14日以内

に

保険証が変わ

ったとき

新しい保険証と健

康手帳を添えて届
け出る

すみやか

に

保険資格がな

くなったとき

健康手帳を添えて

届け出る

すみやか

に

Ｅ5歳を過ぎて

寝たきりにな

ったとき

田民年金証書また

は医師の診断書お

よび保険証を添え

て認定の申請をす

る

寝たきり

になった

とき

か
か
っ
た
医
療
費
を
一
時
本
人
が

立
て
替
え
払
い
し
、
あ
と
で
市
に

請
求
し
て
払
い
戻
し
か
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
場
合

も
市
長
が
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
と

認
め
た
場
合
に
限
り
ま
す
。

①
緊
急
に
診
療
か
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
、
近
ぐ
に
保
険

の
医
原
機
関
が
な
い
な
ど
の
理

由
で
、
保
険
の
医
療
機
関
以
外

で
診
療
を
受
け
た
と
き

②
旅
行
中
な
ど
、
緊
急
や
む
を
得

な
い
事
情
で
健
康
手
帳
を
提
示

で
き
な
か
っ
た
場
合

③
骨
折
、
脱
キ
ュ
ウ
な
ど
で
柔
道

整
復
師
の
手
当
か
受
け
た
と
き
、

四
十
歳
以
上
の
人
お
よ
び
そ
の

家
族
を
対
象
に
、
健
康
相
談
室
を

開
き
ま
す
。

四
、
健
康
診
査

健
康
診
査
は
、
成
人
病
の
早
期

発
見
や
予
防
の
た
め
、
循
環
器
診

査
と
が
ん
検
診
を
中
心
に
、
年
一

回
行
い
ま
す
。
四
十
歳
以
上
の
人

は
希
望
に
応
じ
て
受
け
β
れ
ま
す
。

子
宮
が
ん
検
診
は
三
十
歳
か
ら
受

け
ら
元
ま
す
。

五
、
機
能
訓
練

か
ら
だ
が
不
自
由
一
に
な
っ
た
り
、

機
能
が
低
下
し
て
い
る
四
十
歳
以

上
の
人
に
、
機
能
の
維
持
回
復
を

は
か
る
た
め
訓
練
を
行
い
ま
す
。

六
、
訪
問
指
導

四
十
歳
以
上
で
寝
た
き
り
の
人

に
対
し
、
保
健
婦
な
ど
が
訪
問
し

て
、
療
養
の
方
法
や
看
護
方
法
な

ヽ
ど
の
指
導
を
行
い
ま
す
。

以
上
の
保
健
事
業
は
今
後
準
備

が
整
い
次
第
順
次
実
施
し
て
い
き

ま
す
。

ま
た
は
保
険
医
の
同
意
を
得
て
、
つ
た
と
き

あ
ん
ま
・
は
り
・
灸
（
き
ゅ
う
）
⑤
入
院
ま
た
は
転
院
の
場
合
、
歩

な
ど
の
治
療
を
う
け
た
と
き
行
困
難
で
自
動
車
か
莉
用
し
、

④
コ
ル
セ
″
ト
な
ど
の
治
療
用
具
そ
の
運
賃
を
支
払
っ
た
と
き

を
購
入
し
た
と
き
⑤
⑥
の
場
合
は
原
則
と
し
て
事

⑤
基
準
看
護
で
な
い
病
院
へ
入
院
前
に
市
長
の
承
認
が
必
要
で
す
。

し
て
、
。
病
気
が
と
く
に
重
症
で
六
、
賓
格
の
取
得
と
手
続

あ
る
場
合
、
付
き
添
い
看
護
の
右
表
の
手
続
を
し
て
い
た
だ
ぐ

人
を
雇
っ
て
そ
の
費
用
を
支
払
こ
と
に
な
り
ま
す
。

老対象者（65歳～69歳）も

一部患者負担に

市
で
は
現
在
。
七
十
歳
以
上

の
人
と
六
十
五
上
（
十
九
歳
の

人
を
対
象
に
老
人
医
療
費
を
支

給
し
、
お
年
寄
り
の
健
康
に
役

立
て
て
い
た
だ
い
て
い
未
了
。

老
人
医
療
費
と
は
、
社
会
保

険
の
被
扶
養
者
・
国
民
健
康
保

険
加
入
者
が
医
療
機
関
に
か
か

る
時
は
窓
口
で
医
療
費
の
一
部

牽
目
己
負
担
す
る
必
要
が
あ
り

求
ふ
、
老
人
に
限
っ
て
そ
の

自
己
負
担
金
を
市
が
本
人
に
代

わ
っ
て
支
払
う
制
度
で
す
。
七

十
歳
以
上
の
人
を
対
象
と
し
た

制
度
と
、
六
十
五
⊥
〈
十
九
歳

の
人
を
対
象
と
し
府
の
補
助
金

を
中
心
に
運
営
し
て
い
る
制
度

（
⑥
制
度
）
が
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
は
、
お
医
者
さ
ん
に

か
か
っ
て
も
無
料
で
し
た
。
し

か
し
、
二
月
一
日
か
ら
の
老
人

保
健
法
の
施
行
に
よ
り
、
七
十

歳
以
上
と
六
十
五
⊥
〈
十
九
歳

で
ね
た
き
り
状
態
の
人
は
こ
の

法
律
で
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

又
、
⑧
匍
度
に
つ
い
て
も
、

老
人
保
健
法
と
の
関
連
か
ら
整

合
性
を
保
つ
た
め
、
二
月
一
日

か
ら
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
際

窓
口
で
一
部
負
担
金
を
支
払
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

一
部
負
担
金
を
支
払
う
こ
と

以
外
、
お
医
者
さ
ん
の
か
か
り

方
や
老
人
医
療
費
の
受
給
資
格

な
ど
は
以
前
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

⑥
制
度
の
受
給
資
格
は
、
所

得
税
非
課
税
世
帯
の
人
と
次
に

掲
げ
る
人
に
認
め
ら
れ
ま
す
。

①
ね
た
き
り
の
人
②
障
害
者

③
老
人
だ
け
の
世
帯
の
人
④
ひ

と
り
暮
β
し
の
人
で
、
以
上
の

人
に
つ
い
て
も
所
得
制
限
な
ど

の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
い
こ
と
は
、
社
必
一
課
福

祉
医
療
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
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